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はじめに 
 
 
  当認定講習セミナ－では、平成１９年４月から、利用者の安全・安心・利便性を確保するために、 

関係法令・安全安心の運転方法・日常点検整備・緊急対応・医療･介護･福祉等の学習・利用者の接
遇等自家用旅客運送運転者の技術と質の向上を目的とした認定講習（４００分受講）を実施してい
ます。超高齢社会の到来により福祉交通事業に対する社会的ニ－ズは顕著です。今後はますます需
要が高まることが予想されます。しかし、利用者のニ－ズに十分応えられるだけの福祉輸送体制は
まだまだ満足いく情勢では有りません。当日、道路運送法及び道路運送施行規則改正等の講義をお
こないます。 
当法人（国土交通大臣認定講習団体）では、道路運送法施行規則に規定する福祉有 償運転者を対
象とし、その業務に関する基礎的な知識及び技術を習得することを目的として行う講 習を実施し
ております。現在（令和３年１２月）２５０団体１２２４名の方々が受講されています。  

 

最新情報：  

2022.4 月 道路交通法第 4 条 安全な運転のための確認表 

http://www.zenkoku-ido.net/temp/220401sekoukisoku_form.xlsx 
http://www.zenkoku-ido.net/temp/220401sekoukisoku_form.pdf 

 2022.3.4.＜道路交通法の一部改正する法律案掲載箇所（警察庁ホームページ）＞ 

道路交通法の一部を改正する法律案 

https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/index.html 

https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/01_youkou.pdf ←15 枚目 四（１） 

２０２０年１１月２７日・自家用有償旅客運送関係の道路運送法施行規則及び通達の一部改正。   

２０２０年５月・道路運送法改正「持続可能な運送サ－ビスの提供の確保・地域公共交通の活性化」 

２０２０年３月・通達の一部見直し「道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様につ  

いて」２０１８年３月国土交通省・厚生労働省発出「高齢者の移動手段の確保に関する内容」につ  

いての説明  

 
 尚、令和２年６月３０日施行道路交通法改正（あおり厳罰化・全国開始）・内容等を元警視庁交通関係ＯＢ
   

の講師が講義をおこないます。 
 

 

参考資料 

※「高齢者の移動手段の確保に関する検討会 中間とりまとめ」参照 (国土交通省HP) 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_fr_000084.html  

※ 「未来投資会議」参照 (官邸HP、第24回及び第28回) 

  http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/ 

 

事前学習の要項は、（国自旅第１８６号）通達に適合した基準に則した内容になっております 
 

  
  事前学習とは、職場・自宅等において、「認定基準（カリキュラム）で決められた科目」ついて 
 
  各自で学習していただくものです。  

 

事前学習科目の内容については、講習受講日（座学・演習）等で講義を致しますので、受講当  

 

日まで事前学習に努めて下さい。  

 

 

 

 

 

 

講習受講日（座学・演習）等で講義を致しますので、受講当日まで事前学習に努めて下さい 

 

 
 
 
 
 
      八王子福祉交通運転者技術講習セミナ－ 

 

http://www.zenkoku-ido.net/temp/220401sekoukisoku_form.xlsx
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事前学習科目 
                            

 

 
１．  道路運送法(昭和 26 年法律 183 号       P.1~2 
２．  道路交通法                 P.3 
３．  道路車両法                 P.4 

４．  運行管理関係等               P.5 

５．  介護輸送に係る法的取り扱いについて     P.6 

６．   国土交通省告示第１１７０号 第１１７１号   P.7 

７．  介護保険と輸送サ－ビスの法的取り扱い    P8~9 

８．   事務・権限に関する取扱いについて      P.10~11 

９．   高齢者の移動手段の確保(平成 30 年交通白書)    P.12 

１０． 安全・安心・快適・確実の移動・送迎支援   P.13 

１１． 利用者の理解・疾病の理解          P.1~5 

１２． 接遇及び介助技術（３０）          P6~1 

１３． 福祉有償運転協力員講習           P.1 

１４． 地域生活支援事業等             P.3 

１５． 団塊世代の人たちの社会貢献について     P.4 

１６． リスクマネジメントについて          P.4~5 

１７． 運転協力員(ボランティア)研修         P6 

１８． 移動・送迎サ－ビスＱ＆Ａ             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八王子福祉交通運転者技術講習セミナ－ 
 
 
 



  
     事前学習科目 
 
 
      道路運送法 
 
      （道路運送法施行規則） 
 
 
 
 
  （１）関係法令 

  
     学習ポイント 
 
   ① 道路運送法の目的について理解 
     してください 
 
   ② 自家用有償旅客運送について理 
     解してください 
 
   ③ 国土交通大臣（告示）について 
     理解してください 

 

 
 
 

  
   道路運送法 （目的） 
 
  第１条 この法律は、貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号）と相まって、道路 
 
   運送の運営を適正かつ合理的なものとして、並びに道路運送の分野における利用者の需 
 
   要の多様化及び高度化に的確に対応したサ－ビスの円滑かつ確実な提供を促進すること 
 
   により、輸送の安全を確保し、道路運送の利用者の利便の保護及び利便の増進を図ると 
 
   ともに道路運送の総合的な発展を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。 

 

 
 
 

  
   道路運送法 （法第７８条） （法第７９条）附則(令和二年六月三日法律第三六号)抄  

  
 
   ■自家用有償旅客運送（法第７８条２号）ＮＰＯ等（社会福祉法人・公益法人・生協等） 
 
   が、市町村等の地域住民又は観光旅客・当該地域を来訪する移動制約者等を自家用自動車を

  

 

使用して福祉有償運送を行うには■登録（法第７９条）が必要です。■ 訪問介護員等に  

 

よる地域又は期間限定で有償運送の許可で行う（法第７８条３号）輸送。  

 

 
 
 

    告示 （国土交通省告示１１７０号） 
 
   ■道路運送施行規則第５１条の１６第５項の規定に基づき国土交通大臣に提出する申請 
 
    書に送付する書類（認定講習団体）に記載する事項を定める告示 
 
   告示 （国土交通省告示１１７１号） 
 
   ■自家用有償旅客運送者が自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の 
 
    生命、身体又は財産の損害するために講じておくべき措置の基準を定める告示 

 

 
                       １ 
 



 

    道路運送法施行規則改正令和2年11月27日 （抜粋） 
 
   （自家用有償旅客運送） 
   第４９条 法第７８条第２号の国土交通省で定める旅客の運送は、次に掲げるものとする 
 
      種別   １ （市町村運営有償運送） ２ （福祉有償運送） 
 
        特定非営利活動法人等が、乗車定員１１人未満の自動車を使用して行う、次に 
        掲げる者のうち他人の介助によらず困難であると認められ、かつ、単独でタク 
        シ－その他の公共交通機関を利用することが困難な者であって第５１条の２５ 
        の名簿に記載されている者及びその付添人の運送（福祉有償運送）という。 
 
      イ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第４条に規定する身体障害者 
 
      ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和25年法律第123)号第5条に規定  

        する精神障害者  

 
      ハ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第4号に規定す  

する知的障害者  

 
      ニ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１９条第１項に規定する要介護認定 
        を受けている者 
 

           ホ 介護保険法第１９条第２項規定する要支援認定を受けている者 
 

           ヘ 介護保険法施行規則(平11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号の厚生労働  

               大臣が定める基準に該当する者(基本チェックリスト該当者) 

 

      ト その他:肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者  

 

 

 

 

 

 

    道路運送法施行規則 （抜粋） 
 
   （申請書に添付する書類） 
   第５１条の３ 法第７９条の２第１項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければな 
   らない。 
     ７ 自家用有償旅客運送自動車の運転者が、第５１条の１６第３項に規定する要件 
       をそなえていることを証明する書類        ※ 福祉有償運転者講習 
 
     ８ 福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行おうとするものにあって 
       ては、自家用有償旅客運送自動車の運転者その他の乗務員が第５１条の１６第 
       ３項に規定する要件をそなえていることを証明する書類 ※セダン等運転者講習 

 

 

    道路運送法施行規則 （抜粋） 
 
   （自家用有償旅客運送自動車の運転者） 
   第５１条の１６ 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合にあっては、 
   道路交通法に規定する第２種運転免許を受けており、且つ、その効力が停止されていな 
   い者又は同法に規定する第１種運転免許を受けており、且つ、その効力が過去２年以内 
   において停止されていない者であって、次の掲げる要件のいずれかを備えなければ、そ 
   の自家用有償旅客運送自動車の運転をさせてはならない。 
   一 国土交通大臣が認定する講習を修了していること。 
   ３ 福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあっては、次の 
   二 国土交通大臣が認定する講習を修了していること。 

 

 
                       ２ 
 



  
     事前学習科目 
 
 
  道路交通法（抜粋） 
 
     （道路交通法施行規則） 
 
 
 
 
  （２）関係法令 

  
     学習ポイント 
 
   ① 道路交通法の目的について理解し 
     てください 
 
   ② 安全運転管理・業務について理 
     解してください 
 
   ③ 訪問介護事業所等の管理・業務 
     等を理解してください  

 

 

 
 
 

    道路交通法 （目的） 
 
  第１条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び 
 
   道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。 
 
   ■ 道路交通法を学ぶにあたって 
     道路交通法は「道路交通」があって初めて意味をもつ法律です。違反者には刑罰、 
     罪と罰を規定した法律ですから広い意味での「刑法」に属します。 
     したがって、刑法の原則が適用され、罰則規定の解釈は厳格になります。 
     道路交通法の適用範囲は以外と広いものです。しっかり学んで下さい。 

 

 
 
 

    道路交通法 （抜粋） 
   （整備不良車両の運転の禁止） 
  第６２条 自動車の使用者は交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあ 
   る車両等を運転させ、又は運転してはならない。 
 
   （安全運転管理者等） 
  第７４条の３ 自動車の使用者し業務を行うものとして、安全運転管理者の選任義務 
 
   （自動車の使用者の義務等） 
  第７５条  自動車の使用者は公安委員会の運転免許を受けている者でなければ運転をさ 
   せはならない。 

 

 
 
 

    国土交通省 （国自旅第１７１号） 
   「訪問介護事業所等の指定を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者（４条許可）が行う 
    べき運行管理業務について」 
 
    ① 道路運送法施行規則第５１条１６第１項第１号に規定する講習の受講 
 
    ② 道路運送法施行規則第５１条１６第１項第２号に規定する講習の受講 
 
    ８ 許可自動車の運転者に対して、事業用自動車の運転者にたいして行う指導及び監 
      の指針を踏まえた（運転技術並びに法令に定める自動車の運転に関する事項に） 
      ついて適切な指導、監督を行ってください。 

 

 
                       ３ 
 
 



  
     事前学習科目 
 
 
  運送車両法（抜粋） 
 
 
 
 
 
 
  （３）関係法令 

  
     学習ポイント 
 
   ① 運送車両法の目的について理解 
     してください 
 
   ② 点検及び整備・業務について理 
     解してください 
 
   ③ 日常・定期点検整備及び記録等 
     を理解してください 

 

 
 
 

  
   道路運送車両法 （目的） 
 
  第１条 この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全 
 
   性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、 
 
   併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進すること 
 
   を目的とする。 

 

 
 
 

    道路運送車両法 （抜粋） 
   （使用者の点検及び整備の義務） 
  第４７条 自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備することにより、 
   当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。 
 
   （日常点検整備） 
  第４７条の２ １日１回、運行開始前に点検をしなければならない。 
 
   （定期点検整備） 
  第４８条  自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車は国土交通省令に定める技術 
   上の基準により自動車を点検しなければならない。 

 

 
 
 

    道路運送車両法 （抜粋） 
   （点検整備記録簿） 
  第４９条 自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車につ 
   いて前条の規定により点検・整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しな 
   ければならない。 
   １ 点検の年月日 
   ２ 点検の結果 
   ３ 整備の概要 
   ４ 整備が完了した年月日 
   ５ その他国土交通省令で事項 
   ■ 国自旅第３２８号「旅客運送自動車事業運輸規則の解釈及び運用について」 

 

 
                       ４ 
 
 



  
     事前学習科目 
 
 
      運行管理等 
 
 
 
 
 
 
  （４）関係法令 

  
     学習ポイント 
 

①  運行管理者について理解してく 
     ださい 
 

②  運行管理の責任者について理解 
     してください 
 
   ③ 安全運転管理者等及び事故報告 
     規則を理解してください 

 

 
 
 

  
   道路運送法 （抜粋） 
   （運行管理者） 
  第２３条  一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動者の運行の安全の確保に関する業 
 
   務を行わせるため、国土交通省令で定める営業所ごとに、運行管理者資格証の交付を受 
 
   けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。 
 
   ２ 運行管理者の業務の範囲及び運行管理者の選任に関し必要な事項は、省令で定める 
   ３ 運行管理者の選任及び解任したときは遅滞なく届け出なければならない。 

 

 
 
 

    道路運送法施行規則  （抜粋） 
   （運行管理） 
  第５１条の１７ 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運行管理の責任 
   者の選任その他運行管理体制の整備をおこなわなければならない。 
 
   （安全運転のための確認等及び業務記録） 
  第５１条の１８ 自家用有償旅客運送者は、乗務しようとする運転者にたいして、疾病、 
   疲労、飲酒その他の理由により安全な運転等の確認・記録の保存の義務 １年間保存 
   （運転者台帳及び運転者証） 
  第５１条の１９ 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者ごとに 
   運転者台帳を作成し事務所に備えて置かなければならない。 

 

 
 
 

    道路交通法 （抜粋） 
   （安全運転管理者等） 
  第７４条の３ 自動車の使用者は、内閣府令で定める台数・使用の本拠、年齢、自動車の 
   運転の管理の経験その他内閣府令で定める要件を備える者のうちから、安全運転管理者 
   を選任しなければならない。 
 
   道路運送法  抜粋） 
   （運行管理者等の義務） 
  第２３条の５ 運行管理者は、誠実にその業務を行わなければならない  

  ２項 国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない  

  ３項 運転車その他従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならい 

 

 
                       ５ 

 



    ◆ 自家用有償旅客運送運転者の講習  ◆  
 

 

  重 要      ～移動・送迎サ－ビスも法令遵守～ 

   ■ 居宅介護員等による 

ＮＰＯ等「社会福祉法人・公益・医療法人等」（法７８条２号）の運転者が、市  

町村等住民のうち、移動制約者・身体障害者等を自家用自動車を使用して有償運送を  

行には■ 登録（法７９条）申請等の手続き要件に認定講習受講が必要です。  

  ■ 訪問介護員等による（通院等の乗降介助）  

地域又は期間限定で有償運送（法第７８条３号）を行う場合は認定受講が必要です。 

 

 
   質 問  
    
   ■ Ｑ．福祉有償運転者講習とセダン等講習は両方受講しなければいけないのですか。 
     Ａ．介護福祉士・ヘルパ－・ガイドヘルパ－等資格のある場合は、セダン等運転者講習 
       が免除されます。 
 
   ■ Ｑ．訪問介護員（自己の車両）で、利用者（旅客）等を輸送する場合も受講が必要で 

  すか。                                     
Ａ．自己車両は（道路運送法）の許可が必要です。道路運送法第７８条第２号・３号に 

基づく許可車両の運転者として、受講が必要です。 
 
   ■ Ｑ．「無許可輸送・無認可（料金を取らない）」で、利用者等を輸送する場合は。 
     Ａ．許可又は登録を要しない運送の態様について(一部改正令和2年3月31日) 
    
   ■ Ｑ．許可車両に係る（運転者兼介護員）は、認定講習を受講しなければ、いけませんか。 
     Ａ．国土交通大臣認定講習受講を満たす必要があります。 
    
   ■ Ｑ．道路運送法第４条許可（福祉限定許可）車両の運転に（一種運転免許で認定講習  

  受講）した者が乗務できますか。 
     Ａ．運転免許２種が条件です。１種で認定講習を受講し要件を満たしても、乗務できません。 
    
   ■ Ｑ．利用者（旅客の範囲）の輸送は、どんな方ですか。 
     Ａ．イ）身体障害者福祉法に規定する身体障害者 
       ロ）介護保険法に規定する要介護選定・要支援認定を受けている者 
       ハ）肢体自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者 
         その他にニ)ホ)へ)ト)があります。 
    

■ Ｑ．運送の形態・輸送の条件等は、決まりがありますか。 
     Ａ．訪問介護員等が有償運送する場合は、介護支援専門員が作成するサ－ビス計画（ケアプラ 

ン）又は市町村が行う介護給付費支給決定の内容に基づき、介護サ－ビスと連続して、又 
は一体として行う輸送です。 

     Ａ．福祉有償運送の場合は（旅客の範囲）イ）ロ）ハ）ニ)ホ)へ)ト)の区分のうち、輸送の対 
対象者が登録されていることが必要です。 

 

               【 相談支援  】 

    各事業者の管理者及び従事者等からの、問い合わせ・質問等で、理解・解決できない問題の 
   相談支援も行っております。 
   ■ 相談内容  許可の申請・変更届け・更新申請・輸送実績報告書等の手続き相談 
   ■ 相談日   毎月 第三木曜日   時間  午後 １４：００ ～ １６：００  
   ■ 問い合わせ 随時受け付けいたします：（日程・時間）等の相談を承ります。 
 
   ■ 相談内容  許可の申請・変更届け・更新申請・輸送実績報告書等の手続き相談 
   ■ 相談日   毎月 第三木曜日   時間  午後 １４：００ ～ １６：００  
   ■ 問い合わせ 随時受け付いたします：（日程・時間）等の相談を承ります。 
 
 

    各事業者の管理者及び従事者等からの、問い合わせ・質問等で、理解・解決できない問題の 
   相談支援も行っております。 
   ■ 相談内容  許可の申請・変更届け・更新申請・輸送実績報告書等の手続き相談 
   ■ 相談日   毎月 第三木曜日   時間  午後 １４：００ ～ １６：００  
   ■ 問い合わせ 随時受け付いたします：（日程・時間）等の相談を承ります。 

 

    八王子福祉交通運転技術講習セミナ－ 講習担当係  
    東京都八王子市散田町４－２４－１５ 
    ＴＥＬ：042-669-5733        ﾎ-ﾑﾍﾟ-ｼﾞ 
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